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2010 年 6 月号「vol：2」 

ｗｗｗ．ａｒａｉｋｉｎｕｙｏ．ｊｐ 

あらいあらいあらいあらい絹世絹世絹世絹世プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    
●昭和 43年 3月 8日 横浜市磯子区生まれ 

●横浜雙葉小・中 / 高等学校卒業 

●明治学院大学社会学部社会福祉学科卒業 

●日商岩井㈱ / ㈱メタルワン  

ご存知ですか？住宅用火災警報器の設置 

●現在、あらい敏二郎県議会議員秘書 

●ホノルルマラソン / 東京マラソン 完走 

●自民党かながわ政治大学 12期生 

県政を 

身近に 

各市町村の条例によって既存住宅への火災警報器の設置場所は異なりますが、 

横浜市では、寝室・避難に使う階段・台所に取り付けが必要です。 

四畳半以上の居室が 5 以上ある階には廊下にも火災警報器の設置が必要です。 

消防法が平成 16 年 6 月に改正され「住宅用火災警報器」の設置等が義務付けられました。神奈川県では平成

23 年 5 月 31 日までに既存住宅にも「住宅用火災警報器」を設置する必要があります。毎年、住宅火災による死

者が増加しており、特に犠牲者の大半が 65歳をこえる高齢者です。就寝中に火災に遭遇することで発見が遅れる

等と死に至った原因の７割が逃げ遅れによるものです。「住宅用火災警報器」を設置することで、設置していない

時に比べて住宅火災で亡くなる人が 3 分の 1に減るというデータがあります。「住宅用火災警報器」は火災を早期

に発見し、あなた自身はもちろん大切な家族の命を住宅火災から守ってくれます。 

どんな場所に

設置すれば 

いいの？ 

お近くの消防設備販売店やホームセンター・電器店などで販売しています。 

なお、感知能力等は国で定める技術基準があります。国の技術基準に適合し日

本消防検定協会の検査に合格した製品には「鑑定マーク（NSマーク）」がついて

います。 

どこで買えば 

いいの？ 

消防署の関係者を装って家庭を訪問して法外な 

値段で住宅用火災警報器を売りつける悪質な 

訪問販売にはご注意下さい！！ 

各市町村によって給付・補助制度は異なりますが、磯子区の場合は 

・65 歳以上の寝たきりの方 

・65 歳以上の一人暮らしの方 

・75 歳以上の高齢者のみの世帯 

・重度障害者（児）で火災の感知が困難な方 

に対して給付・補助制度があります。 

詳しくは磯子消防署予防課（電話：753-0119）へ 

どんな給付や

補助制度があ

るの？ 

あらい絹世の 



  

先日かながわ自民党女性議員局（局長：小川久仁子県議会議員）が開催した「看護現場の視察会」に参加致し、訪

問看護スタッフの方のお話を聞きました。24時間対応可能な体制をとっているため、緊急の場合は携帯に連絡があ

りそのため当番の時は熟睡出来ずゆっくり体を休める事が出来ない。その当番も月 10 回程あるそうです。他にも■

ニーズが高いが事業所の数が少ない。■往診が多く医師との連携が難しい。■訪問看護はその場で看護師が判断す

る事が多く看護の幅広い知識が必要。■訪問看護以外の業務に時間を取られる。などの数々の問題があります。 

また、実際に訪問看護を受けられているお宅に伺いご本人やご家族にお話を聞くことができました。働き盛りの時

に筋萎縮性側索硬化症（ALS）と診断され、現在は人工呼吸器をつけながら在宅療法を行っています。診断を受けた

当初は精神的にも経済的にもダメージが大きかったけれど、在宅療法を行い家族の愛情を感じられ子供の成長を身

近に見られて良かったとのお話には感銘を受けました。やはり病気になっても住み慣れた地域で家族と共に生活す

ることを希望しているのだと感じました。1951年ご自宅で亡くなる方は82.5％でしたが、2008年にはわずか12.7％、

その代わり病院や診療所で亡くなる方が 81.1％にもなりました。しかし今でも多くの方が最期の日まで自分らしく

生き自宅で最期を迎える事を望んでいます。今後ますます高齢化が進み在宅医療の役割は増えていくことは間違い

ありません。患者の生活の質（QOL）をいかに維持し向上させるか。家族の精神的・肉体的負担を軽減させるか。看

護師が 3～5 人程度の看護ステーションが多いなか、いかに質の良いサービスを安定して提供するのか、訪問看護ス

テーションの経営の安定化をいかに図るのか等今後の課題は山積みです。「治療だけの医療」ではなく「患者の QOL

を考えた医療」を行う必要があります。家族の負担を減らすために福祉サービスを活用する、安心して在宅医療が

受けられる様に行政も在宅医療体制の整備支援、人材確保対策などを進めるべきだと考えます。 
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時節の川柳大募集 

在宅医療について 
あらい絹世はこう考えます 

先月のお題は「梅雨」 
沢山のご投稿有り難う 
ございます 

貴方の川柳を次号「あらい絹世の磯っ子 

レポート」に掲載します。 

・匿名、イニシャルで結構です。   

・お住まいの町名、差し支えなければお名前を

お書き下さい。 

・お申し込みは FAX で 

（締め切りは 6月 27 日です） 

・残念ながら賞金・賞品の提供はございません。 

次回次回次回次回のののの    

おおおお題題題題はははは    「海」 

（厚生労働省「平成 20 年人口動態統計」より） 

死亡場所の推移
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